
文京区介護支援専門員等研修費用補助金交付要綱 

 

2023 文福介第 3531 号 令和６年３月 28 日 区長決定  

2024 文福介第 3185 号 令和７年３月 31 日 区長決定 

2025 文福介第 3106 号 令和８年３月 25 日 部長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区の区域内（以下「区内」という。）に所在する介護サービス事業所及び地域包括支援セン

ター（以下「事業所」という。）に勤務する、主任介護支援専門員及び介護支援専門員の資格を保持し、かつ、

文京区の介護保険の被保険者（以下「区被保険者」という。）に対し居宅介護支援、居宅介護予防支援及び介護

予防ケアマネジメント（以下「ケアマネジメント」という。）を行っている者（以下「介護支援専門員等」とい

う。）に対し、その資格の更新等に係る研修費用を補助することにより、介護支援専門員等の経済的な負担を軽

減するとともに、区内事業所における人材確保及び定着を支援し、もって質の高いケアマネジメントの安定的・

継続的な提供を確保することを目的とする。  

（通則）  

第２条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付については、この要綱に定めるもののほか、文

京区補助金等交付規則（昭和 49 年 12 月文京区規則第 44 号）に定めるところによる。  

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、介護支援専門員等の配置が必要な区内

事業所に勤務する者であって、別表の補助対象となる研修の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表補助要件の

欄に掲げる要件を満たすものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、文京区暴力団排除条例（平成 24 年３月文京区条例第４号）第２条第２号に規定

する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者は、補助対象者としない。 

（補助対象経費）  

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表の補助対象となる研修の欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ同表補助対象経費の欄に掲げる経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、第３条に規定する条件を満た

した日から１年以内に、LoGo フォームに必要事項を入力するとともに、文京区介護支援専門員等研修費用

補助金交付申請書兼請求書（研修１～３申請用）（別記様式第１号）又は文京区介護支援専門員等研修費用補助

金交付申請書兼請求書（研修４～９申請用）（別記様式第１号の２）に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請

しなければならない。ただし、LoGo フォームによる申請により難い場合は、書面で申請することができ

る。 

⑴ 勤務証明書（別記様式第２号） 

⑵ 補助対象経費に係る領収書その他支払を証明できる書類 

 ⑶ 補助対象経費となる研修を修了した旨の証明書の写し 

 ⑷ 介護支援専門員証の写し 

（補助金の交付決定）  

第７条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る内容を審査し、補助金の交付を決定した

ときは文京区介護支援専門員等研修費用補助金交付決定通知書（別記様式第３号）により、不交付を決定した



ときは文京区介護支援専門員等研修費用補助金不交付決定通知書（別記様式第４号）により、申請者に通知す

るものとする。  

（補助金の交付）  

第８条 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をした者（以下「補助決定

者」という。）に対して速やかに補助金を交付する。  

 （補助決定者の責務） 

第９条 補助決定者は、ケアマネジメント及び区の介護保険の質の向上のため、自己研鑽に努めるとともに、区

内事業所に継続して勤務するよう努めなければならない。 

（交付決定の取消し）  

第 10 条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すこと

ができる。  

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。  

２ 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、文京区介護支援専門員等研修費用

補助金交付決定取消通知書（別記様式第５号）により、補助決定者に通知しなければならない。  

（補助金の返還）  

第 11 条 補助決定者は、前条の規定により交付決定の全部又は一部が取り消された場合において、既に補助金が

交付されているときは、区長の指示するところにより、その全部又は一部を返還しなければならない。  

（委任）  

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、福祉部長が別に定める。 

 

付  則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 付  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別表（第３条、第４条関係） 

 補助対象となる研修 補助対象経費 補助要件 

１ 実務研修 

【87 時間】 

研修受講料、介護支援専門員

登録申請手数料及び介護支援

専門員証交付手数料 

⑴ 当該研修修了後３月以内に、区内事業

所において介護支援専門員等として就労

を開始しており、かつ、申請時において、

当該就労の開始後３月間就労を継続し、

区被保険者に対しケアマネジメントを行

っていること。 

⑵ 他の公的機関等から補助対象経費につ

いて他の助成等を受け、又は受けようと

していないこと。 

⑶ 当該研修受講に伴う介護支援専門員証

交付手数料については、申請時において

新規又は更新後の介護支援専門員証が交

付されていること。 

２ 再研修 

【54 時間】 

研修受講料及び介護支援専門

員証交付手数料 

３ 更新研修（実務未経験者） 

【54 時間】 

研修受講料及び介護支援専門

員証交付手数料 

４ 更新研修（専門Ⅰ・Ⅱ相当） 

【88 時間】 

研修受講料及び介護支援専門

員証交付手数料 

⑴ 申請時において、当該研修を修了して

おり、区内事業所において、介護支援専門

員等として配置され、かつ、区被保険者の

ケアマネジメントを６月以上継続してい

ること。  

⑵ 他の公的機関等から補助対象経費につ

いて他の助成等を受け、又は受けようと

していないこと。 

⑶ 当該研修受講に伴う介護支援専門員証

交付手数料については、申請時において

更新後の介護支援専門員証が交付されて

いること。 

５ 更新研修（専門Ⅱ相当） 

【32 時間】 

研修受講料及び介護支援専門

員証交付手数料 

６ 専門研修Ⅰ 

【56 時間】 

研修受講料 

７ 専門研修Ⅱ 

【32 時間】 

研修受講料及び介護支援専門

員証交付手数料 

８ 主任介護支援専門員研修 

【70 時間】 

研修受講料 

９ 主任介護支援専門員更新

研修 

【46 時間】 

研修受講料及び介護支援専門

員証交付手数料 

 


